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指定ごみ袋による有料化の実施判断について

１ 基本計画における位置づけ

具体的施策 43 《重点施策５》ごみの有料化の実施
ごみの発生抑制（リデュース）施策の実施、脱炭素化を目的とした指定ごみ袋制の導入、及び排
出量に応じた費用負担の公平化を最優先にしたごみの有料化の実施に取り組みます。
合わせて有料化に伴い得られる財源の使途として、市民サービス施策を検討します。

２ 指定ごみ袋による有料化実施判断

【令和７年 2月１７日議員協議会資料 指定ごみ袋による有料化の実施判断（抜粋）】

３ 令和６年度のごみ排出量等の状況と実施判断

市民 1人 1日当たりごみ排出量は、令和 6年度実績まで基本計画の目標値に向けて減少傾向にあ
るため、「指定ごみ袋による有料化」の令和９年度実施に向けた条例改正の提案はいたしません。

○基本計画に掲げる目標項目と目標値への推移

○各目標項目の見通し

・現在、市民１人１日当たりごみ排出量は減少傾向にあるため、令和 8年度の実施は見送る
・基本計画のごみ減量目標値の達成状況を毎年度検証する
・基本計画は、本市のごみ排出状況やごみ減量の推移、国の動向や廃棄物行政をめぐる諸状況の変化
を踏まえ、必要に応じて中間年度である令和 9年度に見直す
・計画に基づく減量・再資源化施策に取り組んだ上でも、1人 1日当たりごみ排出量が増加や横ばい
傾向になり、基本計画の目標達成が困難な状況になった場合、指定ごみ袋による有料化の実施に向
けて進める
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